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要旨：第 27 回の OECD 高生産量化学物質初期評価会議が、2008 年 10 月 14-16 日

にカナダのオタワで開催された。この会議では計 35 物質の初期評価文書について審

議され、すべての初期リスク評価結果が合意された。日本は、政府が原案を作成した

Sodium p-toluenesulfonate（CAS: 657-84-1）、国際化学工業協会協議会（ICCA）が

原案作成した 1,3-Benzenediol（CAS: 108-46-3）および EU の評価文書をもとに作成

されたN-cyclohexylbenzothiazole-2-sulphenamide (CAS:95-33-0)の初期評価文書をド

イツと共に提出した。本稿では、第 27 回初期評価会議の討議内容の概要を報告する。

キーワード：経済協力開発機構、高生産量化学物質、SIDS 初期評価会議、リスク評

価 
 

Abstract：The 27th SIDS (Screening Information Data Set) Initial Assessment 
Meeting was held in Ottawa, Canada on 14th-16th October 2008. The initial 
assessment documents of 35 substances were discussed, and the conclusions of 
initial assessment for all substances were approved at the meeting. The Japanese 
Government submitted the initial assessment documents for three substances, 
sodium p-toluenesulfonate（CAS: 657-84-1）which was prepared by the Japanese 
Government, 1,3-benzenediol （ CAS: 108-46-3 ） which was prepared by 
International Council of Chemical Association (ICCA) and 
N-cyclohexylbenzothiazole-2-sulphenamide (CAS: 95-33-0) which was prepared 
by Germany and the Japanese Government based on EU risk assessment. This 
paper reports the summary of the 27th SIDS Initial Assessment Meeting. 
Keywords: OECD, HPV, SIDS Initial Assessment Meeting, Risk Assessmen 
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はじめに 

経済協力開発機構 (OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development) で
は、高生産量化学物質「（少なくとも加盟国の１ヶ国において年間 1,000 トンを超えて生産ま

たは輸入されている化学物質 (HPV: High Production Volume Chemical)」に対し加盟各国の

分担により、初期リスク情報を収集・評価する HPV 点検プログラムを行っている。加盟各国は

企業と協力しつつ、それぞれ担当する化学物質のリスクの初期評価に必要なスクリーニング情

報データセット (SIDS: Screening Information Data Set) の項目の情報収集や試験を行い、初

期評価文書として、初期評価プロファイル (SIAP: SIDS Initial Assessment Profile)、初期評

価レポート (SIAR: SIDS Initial Assessment Report) および網羅的資料集 (Dossier: SIDS 
Dossier) の 3 文書を作成し、初期評価会議 (SIAM: SIDS Initial Assessment Meeting) に提出

して審議を受けている。 
このプログラムは、1990 年の理事会決定に基づき、化学物質による有害な作用からヒトおよ

び環境を保護するとともに、各国の化学物質規制の体制整備・国際協調の場を提供する環境保

健安全プログラムの一環として行なわれている。OECD の化学物質対策における HPV 点検プ

ログラムの位置づけ、今までの成果および初期評価文書作成方法などの詳細は江馬 (2006) が
報告している。日本政府が担当し結論および勧告が合意された化学物質の初期評価文書につい

ては、高橋他（2006a, b, c; 2007a, b, c）が報告している。また、第 1 から第 18 回までの SIAM
の概要については松本他（2006）を参照されたい。 

1993 年の第 1 回 SIAM から 2000 年 3 月の第 10 回 SIAM までは、加盟国政府が提案国とな

り審議を行ってきたが、1998 年秋に国際化学工業協会協議会 (ICCA: International Council of 
Chemical Association) が HPV 点検プログラムへの参加を表明し、第 11 回 SIAM (2001 年)
から産業界が ICCA イニシアティブとして初期評価文書の作成に協力している。これらの ICCA
イニシアティブの初期評価文書は、原則として担当国政府を通じて提出されているが、スポン

サー国（初期評価書文書原案作成を担当する単独または複数の国）が決まらない物質について

は、産業界が経済産業諮問委員会 (BIAC：Business and Industry Advisory Committee) を通

じて直接、初期評価文書を提出することも可能である。 
第 27 回 SIAM は 2008 年 10 月 14 日から 16 日までカナダのオタワで開催され、加盟国から

32 名、EC から 3 名、産業界から 20 名の 55 名が参加し、35 物質の初期評価文書についての審

議が行われた。日本からは、政府専門家 (3 名)、オブザーバー（1 名）および産業界 (2 名) が
出席した。本稿では第 27 回 SIAM での討議内容として、第 26 回 SIAM 以降の HPV 点検プロ

グラムの進捗状況、初期評価文書の審議結果および本プログラムの全般的な懸案事項に関する

討議内容について報告する。なお、本稿は第 27 回 SIAM の会議報告書を参照して作成した 
(OECD 2008a)。 

１．第 26 回 SIAM 以降の HPV 点検プログラム進捗状況 

（１）初期評価文書の公開状況 
SIAM で合意された初期評価文書は、既存化学物質政策についての方針決定機関である「既

存化学物質タスクフォース」および化学物質の安全管理の全般的な方針を決定する「OECD 化

学品委員会および化学品・農薬・バイオテクノロジー作業部会合同会合 (Joint Meeting)」に提

出して承認を得る。承認が得られた SIAP については、OECD が HPV データベース (OECD 
2008b) を通じて公開している。Dossier は IUCLID (International Uniform Chemical 
Information Database) というデータベースを用いて作成されているが、出力方法をエクスポ

ートファイルにすることによって、生データのやり取りが可能となる。SIAR および Dossier
については国連環境計画 (UNEP：United Nations Environment Programme) が、またエク
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スポートファイルについては、OECD がそれぞれウェブサイトで公開している  (UNEP 
2008;OECD 2008c)。 
第 26 回 SIAM で審議され合意された初期評価文書のうち Hexamethylcyclotrisiloxane  

(CAS: 541-05-9) については、カナダ環境省が環境影響の結論に対し異論を述べたため SIAR
を修正することになったが、第 26 回 SIAM で合意されたそれ以外の SIAP は既存化学物質タス

クフォースおよび Joint Meeting に提出された。また、第 26 回 SIAM 後に CDG (Committee 
Discussion Group：電子掲示板) 上で合意された文書についても同様に、既存化学物質タスク

フォースおよび Joint Meeting に提出された。 
初期評価文書の公式発表は、UNEP のスタッフ入れ替えのため滞っており、公式発表総数は

第 24 回 SIAM 開催時と同様 398 物質であった。OECD 事務局は UNEP からの公式発表を待つ

間、OECD のウェブサイトで合意された文書を公開することを伝えた。現在、約 140 物質の初

期評価文書が OECD のウェブサイトから入手可能となっている。公開については、UNEP が

行っているように SIAP・SIAR を Dossier にあわせて一つのファイルにするのではなく、二つ

のファイルを圧縮形式で公開している。 
SIAM における環境影響とヒト健康影響についての勧告は、FW (The substance is a 

candidate for further work) または LP (The substance is currently of low priority for further 
work) として示されている。FW は「今後も追加の調査研究作業が必要である」、LP は「現状

の使用状況においては追加作業の必要はない」ことを示す。しかし、勧告の記載については、

Joint Meeting で削除することが合意されており、近い将来の SIAM から記載がなくされる予

定である。今回の SIAM では勧告を定めるか否かはスポンサーの選択に任せられた。 
 

（２）最終版の初期評価文書提出状況について 
SIAM が終了した後、スポンサー国または産業界は SIAM での審議をもとに最終版の初期評

価文書（SIAR、Dossier およびエクスポートファイル）を作成し、SIAM 後 3 ヶ月を目途に OECD
事務局に提出することになっている。最終版の初期評価文書の提出が 6 ヶ月以上滞っている場

合、スポンサー国または産業界は状況説明と提出予定期日を示す必要がある。OECD 事務局は

初期評価文書の最終化にあたって問題が生じている場合も連絡をするよう伝えた。 
 

（３）IUCLID 使用者グループエキスパートパネル会議の報告 
IUCLID５が公開されてから初めての使用者グループエキスパートパネル会議が、2008 年 9

月 23 日・24 日にパリの OECD 本部で行われた。会議では次のような考えがまとめられた。 
 

・ （工業用化学物質以外の規制でも使用できるようなソフトウェアにするなどの）使用者

の要求に応えるために、ユーザーインターフェースや機能を更に開発していくこと。 
・ 新しい使用者のために使用方法の演習教材を更に充実させていくこと。 
・ データ入力方法についてのガイダンス文書を更に充実させていくこと。 

 
OECD 事務局は、これらの提案を進めるために優先順位を定める必要があるとした。特に関

係者は、更なる開発のために、どのような施設が農薬・殺虫剤の情報を収集・提出するための

ツールとして使用しているかを知りたいと述べた。IUCLID５の所有者である欧州化学物質庁 
(ECHA ：European Chemicals Agency） はエキスパートパネルの要求を考慮していくとした。

ECHA が対応できない優先順位の要求については、エキスパートパネルに返し、資金調達なども含

め再度審議することとなる。次回のエキスパートパネルは、使用者が IUCLID５の経験を積む時間

と、ECHA が変更内容の計画を立てる時間を取った後の近い将来に予定されている。 
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２．第 27 回 SIAM での審議状況 

（１）初期評価文書の審議結果 
初期評価文書の審議は、スポンサー国または産業界が初期評価文書の原案をCDGに掲載し、

CDG上で行う事前討議 (コメントの提出、コメントへの返答、コメントに応じたSIAPの修正) 
およびSIAMでの対面討議で行われる。第27回SIAMでの初期評価文書の審議は、CDGでの事

前討議を基に修正したSIAPを用いて行われた。日本は、日本政府が原案を作成したSodium 
p-toluenesulfonate （CAS: 657-84-1)、ICCAが原案作成した1,3-Benzenediol （CAS: 108-46-3）、
お よ び 日 本 政 府 と ド イ ツ が EU の 評 価 文 書 を も と に 作 成 し た

N-cyclohexylbenzothiazole-2-sulphenamide (CAS: 95-33-0) の初期評価文書を提出した。今回

の会議では、35物質（37CAS）の初期評価文書が審議され、すべての初期リスク評価結果が合

意された (表1)。中でも、次の物質については通常の審議と異なる点があったため特筆する。 
 

1) 1,3-Benzenediol (CAS: 108-46-3) 
1,3-Benzenediol (CAS: 108-46-3) については、HPV点検プログラムと国化学物質安全性計画 

(IPCS: International Programme on Chemical Safety) の国際簡潔評価文書  (CICAD: 
Concise International Chemical Assessment Document) プログラムによる重複作業を防ぐた

めの試みとして、CICADをSIARとして提出することに合意が得られていたが (松本他 2006)、
スポンサーである日本／ICCAが、CICADの評価結果と異なる評価を行ったため、今回のSIAM
では独自に作成された初期評価文書が審議された。今回のSIAMで初期評価内容に合意が得られ

たが、Dossierに記載されていない情報があったため、SIAM後に詳細データを回覧することに

なった。 
 
2) 物質カテゴリー：Nickels and nickel compounds (CAS: 3333-67-3, 7440-02-0, 77185-4-9, 
7786-81-4, 12122-15-5, 12607-70-4, 13138-45-9) 
デンマーク: eu (注：この記号は欧州連合でのリスク評価文書を基にしたことを意味する)が担

当した物質カテゴリー (Nickels and nickel compounds) は第24回SIAMで審議され、ヒト健康

影響についてのみ合意された (松本他 2007)。今回は環境影響について再審議され合意が得ら

れた。合意された環境影響についての初期評価文書は既存化学物質タスクフォースの承認を得

た後に、ヒト健康影響についての初期評価文書に結合される。 
 
3) Antimony(Ⅲ)oxide(Sb2O3)(CAS: 1309-64-4) 
スウェーデン : euが担当したAntimony(Ⅲ )oxide(Sb2O3) (CAS: 1309-64-4)は環境中で

Senarmontite (CAS: 12412-52-1) および Valentinite (CAS: 1317-98-2) の構造で存在するこ

とがあり、これら３つのCAS番号で示される物質の曝露や毒性影響の差についての情報がない

ことから、前述の2つのCAS番号が初期評価文書に追記されることになった。 
 
（２）HPV 点検プログラムにおける全般的な議題 
1）Dossier の化学物質用途の記述について 

化学物質の用途は SIDS 項目の一つであり、一般的な用途、消費者製品としての使用方法お

よび製造方法を記載することになっている。しかし、近年カテゴリー評価を用いた場合に、化

学物質の放出や曝露の可能性を推論しにくいという問題が生じている。そこで、今回の SIAM
に先立て、Dossier の用途記載方法を修正するための案が報告された。アメリカ、カナダ、日本

が事前にコメントを提出した。ほとんどのコメントは修正案を支持するものであり、最近行わ

れた既存化学物質タスクフォースでも修正案に合意が得られた。第 27 回 SIAM も修正案を支
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持したが、Dossier は入力しやすい形式であるとともに、化学物質の環境放出の可能性について

個別に分類できることが必要であるとした。次回の SIAM では、米国とカナダの事例を参考に

した HPV 点検プログラムのマニュアル修正文書および、より詳細なマニュアルのガイダンスが

紹介される予定である。 
 
2）CSR/SIAR プラグイン機能について 

IUCLID5 は OECD の HPV 点検プログラムだけでなく、欧州連合における REACH 
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) でも使用されている。

今回の SIAM では IUCLID５に入力したデータから必要な情報を抜き出して、SIAR または

CSR (Chemical Safety Report；REACH で使用) を作成するプラグイン機能の開発について報

告された。現時点では CSR を作成するためのプラグイン機能のみが開発されており、SIAR を

作成するためのプラグイン機能を作成するには別に資金が必要である。第 27 回 SIAM は、SIAR
作成のプラグイン機能は大変有用であるとしたが、SIAR 用に資金を提供する前に、CSR プラ

グイン機能の使用経験を集積すべきであるとした。または、CSR プラグイン機能で作成したレ

ポートから不要な部分を削除することによって、SIAR を作成することも可能であるとした。 
 
3）OECD HPV点検プログラムの発展について 

US チャレンジプログラムでは、化学物質の有害性の特徴を示す文書  (HC：Hazard 
Characterizations) を公開しており (EPA 2008)、第 26 回 SIAM は HC を SIAR の代わりに

OECD の HPV 点検プログラムに提出することを承認した。HC の文書には生産量、用途およ

び曝露についての情報は含まれていないので、HPV 点検プログラムに提出する際には情報の追

加が必要とされる。第 27 回 SIAM では、HC を OECD へ提出する際の手続き方法についての

案が報告され、次のアウトラインに合意が得られた。 
 
米国から提出する場合 
・ HC が公表前の場合、米国は HC 草案を SIAM に提出し SIAM での審議をもとに HC の

最終文書を作成する。EPA は修正済み HC をウェブサイトで公開する。OECD は SIAP
を公開し HC の文書を参照できるようにする。HC には、どこの部分が OECD での審議

の結果を反映したもので、どこの部分が US チャレンジプログラム特有の評価かを示す。

もしくは、米国が同じ有害性評価の結論を含む２セットの文書を US チャレンジプログ

ラム用と、OECD のプログラム用に別々に作成する。 
・ HC が公表されている場合、SIAM での審議をもとに米国が文書を修正し、修正文書を

EPA のウェブサイトで公開するか、または通常の HPV 点検プログラムの文書と同様に

OECD 事務局に提出し、出版の手続きを取る。 
 

米国以外の国から提出する場合 
HC を HPV 点検プログラムに提出したい国は事前に EPA に連絡し、もし有害性について

HC と異なる結論に至る場合は、SIAM 前に協議により問題を解決するよう努力する。スポン

サー国は HC を本プログラムに提出するために不足している情報の追加を行う。もし、使用

方法についての情報がスポンサー国内にない場合は、米国の製造者から情報が得られるかも

しれない。SIAM で合意が得られた場合、スポンサー国は修正文書を OECD 事務局に提出す

る。 
 

産業界から提出する場合 



OECD 高生産量化学物質点検プログラム：第 27 回初期評価会議概要 

化学生物総合管理 第 5巻第 1号 (2009.4)  105－115 頁 

連絡先：〒158-8501 世田谷区上用賀 1-18-1  E-mail: hirose@nihs.go.jp 

受付日：2009 年 1 月 6日  受理日：2009 年 4 月 6日 
 

110

HC を OECD の HPV 点検プログラムに提出したいスポンサー（会社および会社のコンソ

ーシアム）は EPA に事前に連絡し、もし有害性について HC と異なる結論に至る場合は、

SIAM 前に協議により問題を解決するよう努力する。SIAM で合意が得られた場合、スポン

サーは修正文書を OECD 事務局に提出する。 
 
米国は HC を作成するにあたっては、産業界から提出される Dossier に加え、文献検索も行

う予定であるとした。BIAC は HC を HPV 点検プログラムに提出するためのスポンサーを見つ

ける努力をするとともに、今後も有害性情報の提供を続けるよう努めるとした。 
 

4）OECD HPV 点検プログラムにおける選択的評価の使用について 
OECD の HPV 点検プログラムの未評価物質の審議を効率よく終えるために、特定のエンド

ポイントのみを評価する手法 (選択的評価：Targeted assessment) の導入の可能性について審

議された。選択的評価は、環境影響またはヒト健康影響について入手可能な全ての情報から、

有害性評価に最も関連の強い一つもしくは複数のエンドポイントに焦点を絞って評価する手法

である。カナダはカナダ環境保護法 1999 (CEPA 1999: Canadian Environmental Protection 
Act 1999) で行われているリスク評価を例に評価手法を紹介した。また、欧州化学物質庁 
(ECHA：European Chemicals Agency) は EU が準備している REACH の添付書 XV Dossier
を紹介し、特定の有害性、例えば PBT（残留性・蓄積性・有害性のある物質）または CMR（発

がん性・変異原性・生殖毒性のある物質）などに対して、どのように選択的評価が行われるか

を紹介した。 
OECD 事務局は HPV 点検プログラム内でどのように選択的評価が使用されていくかのアウ

トラインを提示した。 
 
・ OECD の既存点検プログラムにおける選択的評価とは、限定的な数の有害なエンドポイ

ントのみの（すなわち SIDS 項目を満たさない）有害性の評価と定義される。 
・ 選択的評価は、より決定的な手法がまとまるまでは、non-HPV に限定して適用すべきで

あり、OECD 加盟国にとって有用なものであるためには、リスク評価、分類と表示およ

びリスク削減などの目的に関連するエンドポイントが評価されるべきである。 
・ 有害性の初期評価について結論が導けるあらゆるエンドポイントが評価対象となる。

SIDS 項目のエンドポイントから結論を導くためには、HPV 点検プログラムで示されてい

る最小限の情報を満たしている必要がある。 
・ SIDS項目でないエンドポイントを用いた選択的評価も可能であり、生体濃縮などのSIDS

項目でないエンドポイントだけで評価することも予想され得る。 
・ 結論を導き出した根拠となるエンドポイントの情報はすべて記載すべきであり、そのほか

のエンドポイントについては、情報を収集していないことを明記する。 
・ 物質カテゴリーの場合も選択的評価も同様に行うことができるが、カテゴリーの正当性を

示す根拠（例えば物理化学的性質）となるエンドポイントの結果が必要とされる。 
・ 選択的評価を行った場合、文書の読者がフルの初期評価文書と異なることを理解できるよ

う記されている必要がある。また、結論を導き出したエンドポイントをリストに示す必要

がある。こういった免責事項は SIAP の上部および SIAR のカバーページに示される。 
・ 評価文書は SIAP, SIAR, Dossier と同じ形式を使用し、必要な情報のみを入力する。SIAR

としての目的を満たすのであれば、別のタイプのレポートが使われることも可能である。 
・ 選択的評価は、初期評価文書と同様の手順を用い SIAM で審議され得るが、異なる議題

として審議さる。選択的評価における評価文書は、OECDから公開されるとともに、UNEP
からも公表され得る。 
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・ 選択的評価の文書作成におけるスポンサーシップについても、OECD のデータベースに

より公開され、プログラムへの貢献としてカウントされる。しかし、統計的にはフルの初

期評価文書の提出と、選択的評価の評価文書の提出は分けて処理される。 
 
SIAMはOECDが示したアウトラインにほぼ合意したが、次のような勧告がなされた。 
 
・ 選択的評価を行うことを正当とする理由を明記する必要がある。 
・ 入手可能な全ての有害性情報を限定的な範囲で示すべきである。 

 
OECD の HPV 点検プログラムでは、日本の化審法のスクリーニング試験として要求されて

いない生殖発生毒性試験結果が必要とされる。今後、選択的評価による評価文書が受け入れら

れることになると、化審法のみで評価された物質を選択的評価の評価文書として OECD に提出

し得ると考えられた。OECD 事務局は選択的評価手法についての文書を修正し、回覧すること

になった。最終草案は 2009 年 4 月の既存化学物質タスクフォースまでに準備される。さらに、

OECD 事務局はカナダ、ECHA および英国とともに選択的評価の文書例を、第 28 回 SIAM に

試験的に提出できないか検討することになった。 
 

5）優先順位設定ツールを用いた評価方法について 
OECD の HPV 点検プログラムの未評価物質の審議を効率よく終えるために、評価すべき物

質の優先順位をつけるためのツール (優先順位設定ツール：Priority setting tools) を用いた物

質選定の利用を検討した。カナダは国内物質リストに掲載されている化学物質（23,000 物質）

のカテゴリー化と優先順位の設定方法について紹介した。カナダでは、難分解・高畜性の性質

および急性・慢性の水生毒性が環境影響の優先順位を定める基準とされ、ヒト健康影響では、

曝露の可能性および物質特有の毒性（Inherent toxicity）が基準とされている。また、米国は

化学物質アセスメント・管理計画  (ChAMP: Chemical Assessment and Management 
Program) の中での HPV および年間 25,000 ポンド以上生産している中生産量化学物質 
(MPV：Moderate production volume chemical） に対する優先順位付け方法を報告した。ま

た、REACH の添付書 IV には有害性が低いと考えられる化学物質のリストが掲載されている。 
OECD 事務局は HPV 点検プログラム内での優先順位付け方法や優先順位が低いとされる物

質 (保留物質：set aside chemicals) をどのように評価するかなどのアウトラインを提示した。 
 
・ 保留物質を設定するための基準は、現在までのHPV点検プログラムで使用されているLP

やFWを定める基準や、国や地域で使用されている基準を使用することが可能と考えられ

る。 
・ 保留物質の評価には、物理化学的性質や環境運命や経路などの情報は不要であると考えら

れる。 
・ 保留物質についてSIDS項目の情報がない場合、(Q)SARアプリケーションツールボックス

がデータギャップを補完するためのツールとして有用である。 
・ SIDS項目ではないが、優先順位を定める基準に関係するエンドポイント（例えば生体濃

縮性など）については記載が必要である。 
・ 文書ついては定型書式を設けず、国や地域で使用されている書式を用いる。決定された優

先順位については、その設定根拠についてOECD事務局が定型句を用いて表示する。しか

し、国や地域のプログラムで精査されない文書用に、基本的なガイダンスは作成され得る。 
・ 有害性が低いと考えられた保留物質であっても、全てのエンドポイントについて再評価す

る候補物質となり得ることを、優先順位設定根拠と共に記載する。また、国や地域のプロ
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グラムとHPV点検プログラムでの免責事項の基準についての相違点などを記載する必要

があるかもしれない。 
・ HPV点検プログラム内での手順については、次の二つが考えられる。①保留物質または

保留物質カテゴリーについての文書は、SIAMで審議されるが異なる議題として審議され、

合意された文書はJoint Meetingで承認を得た後、背景文書と共にOECDより出版される。

②保留物質または保留物質カテゴリーについての文書を精査する代わりに、国や地域の評

価手法を把握し、もしその基準を満たしている場合はそのまま承認する。ただし、OECD
による優先順位決定根拠の記載が必要であり、その決定を公表することが可能である。背

景文書については、OECDから公開されるか、または国や地域の公表を参照できるように

する。 
・ 有害性が低いとされる保留物質の文書は、OECD加盟国、会社、または会社のコンソーシ

アムがスポンサーとして提出することができる。保留物質の文書作成におけるスポンサー

シップについてもOECDのデータベースにより公開され、プログラムへの貢献としてカウ

ントされる。しかし、統計的にはフルの初期評価文書の提出と、保留物質文書の提出は分

けて処理される。 
・ 保留物質について新しい情報が入手され、その有害性に懸念が感じられた場合は、フルの

初期評価文書を作成するためのスポンサーが必要となる。または、選択的評価を用いると

いう方法も可能である。 
 

SIAMはOECDが示したアウトラインにほぼ合意したが、次のような勧告がなされた。 
 
・ 保留物質の設定基準は厳格なものであり、その基準は限定的な数まで減らすことが可能で

ある。 
・ 優先順位の決定を環境影響とヒト健康影響で分けて定められるかの可能性を調査すべき

である。 
・ OECDの活動が国による優先順位設定を承認するだけに限定されるべきではない。 

 
OECD 事務局は選択的評価手法についての文書を修正し、回覧することになった。最終草案

は 2009 年 4 月の既存化学物質タスクフォースまでに準備される。さらに、OECD 事務局はカ

ナダ、米国、EC および英国とともに保留物質の文書例を第 28 回 SIAM に試験的に提出できな

いか検討することになった。 
 
6）SIAM 前・SIAM 後の CDG 上での審議について 

第 18 回 SIAM で米国・日本／ICCA が提出し合意された物質カテゴリー：Short Chain Alkyl 
Methacrylate (CAS：97-63-2, 97-86-9, 97-88-1, 688-84-6) については、環境影響について新し

い情報が得られたので、修正 SIAP が CDG 上に提出され合意が得られた。第 18 回 SIAM では、

Ethyl methacrylate  (CAS: 97-63-2)、iso-Butyl methacrylate (CAS: 97-86-9) および n-Butyl 
methacrylate (CAS: 97-88-1) は LP、2-Ethylhexyl methacrylate（CAS: 688-84-6）は FW と

合意されたが、今回これらの化学物質の生体濃縮性の可能性が低いことが新たに分かったので、

本カテゴリーの環境影響は LP と結論された。修正 SIAP は第 27 回 SIAM で合意された SIAP
と共に既存化学物質タスクフォースに提出される。 

おわりに 

OECD の HPV 点検プログラムでは、2005 年から 2010 年の間に 1,000 物質の評価を終える

ことを目標としており、2005 年から 2008 年 6 月までには、386 物質が審議された。しかし残
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りの 624 物質中 188 物質については、スポンサーが決まっておらず、プログラムの効率化が要

求されている。今回の SIAM では、未評価物質の審議を効率よく終えるために、選択的評価や

優先順位設定ツールの使用などの新しい評価手法導入の可能性について審議された。また、米

国の HC を HPV 点検プログラムに提出するためのアウトラインが紹介され、HPV 点検プログ

ラムへの貢献が期待された。 
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表 1  第 27 回 SIAM で審議された化学物質と合意結果 
勧告 

CAS/ 
物質カテゴリー 化学物質名 スポンサー 

ヒト健
康 環境

80-07-9 Sulfone, bis(p-chlorophenyl) SE/ICCA FW FW 

108-46-3 1,3-Benzenediol JP/ICCA LP LP 

物質カテゴリー Nickels and nickel compounds

3333-67-3 Nickel carbonate 

7440-02-0 Nickel

7718-54-9 Nickel chloride 

7786-81-4 Nickel sulfate 

12122-15-5 2:3 basic carbonate 

12607-70-4 1:2 basic carbonate 

13138-45-9 Nickel nitrate 

DK:eu  FW 

109-60-4 Propyl acetate US/ICCA N/A N/A 

657-84-1 Sodium p-toluenesulfonate JP LP LP 

1309-64-4 
12412-52-1 
1317-98-2 

Antimony (III) oxide (Sb2O3) SE:eu FW LP 

10361-37-2 Barium chloride KO LP LP 

物質カテゴリー Acid Chloride Category

760-67-8 Hexanoyl chloride, 2-ethyl-

764-85-2 Nonanoyl chloride 

3282-30-2 Propanoyl chloride, 2,2-dimethyl-

40292-82-8 Neodecanoyl chloride 

US/ICCA N/A N/A 

物質カテゴリー Linear alkylbenzene alkylate bottoms 

68515-32-2 
Benzene, mono-C12-14-alkyl derivs., fractionation 
bottoms 

68515-34-4 
Benzene, mono-C12-14-alkyl derivs., fractionation 
bottoms, light ends 

68855-24-3 Benzene, C14-30-alkyl derivs. 

84961-70-6 
Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., distn. 
Residues 

85117-41-5 
Benzene, mono-C10-14-alkyl derivs., fractionation 
bottoms 

US/ICCA N/A N/A 
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勧告 
CAS/ 
物質カテゴリー 化学物質名 スポンサー 

ヒト健
康 環境

94094-93-6 
Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., fractionation 
bottoms, heavy ends 

129813-62-3 
Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., fractionation 
bottoms, light ends 

151911-58-9 
Benzene, mono-C12-13-branched alkyl derivs., 
fractionation bottoms 

95-33-0 N-Cyclohexyl-2-benzothiazolsulfenamide JP+DE:eu LP FW 

物質カテゴリー Ethyl silicates 

78-10-4 Silicic acid, (H4SiO4), tetraethyl ester 

11099-06-2 Silicic acid, ethyl ester 

68412-37-3 Silicic acid (H4SiO4), tetraethyl ester, hydrolyzed 

US/ICCA N/A N/A 

物質カテゴリー Hydroperoxides 

80-15-9 Hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl- 

3425-61-4 Hydroperoxide, 1,1-dimethylpropyl- 

US/ICCA N/A N/A 

物質カテゴリー Methyl mercaptons Category 

74-93-1 Methanethiol 

5188-07-8 Methanethiol, sodium salt 

US/ICCA N/A N/A 

10039-54-0 Bis(hydroxylammonium) sulphate DE:eu LP FW 

25167-70-8 Pentene, 2,4,4-trimethyl- DE:eu LP FW 

FW = The substance is a candidate for further work.（追加の調査研究作業が必要） 
LP = The substance is currently of low priority for further work.（現状では追加作業の必要なし） 
N/A=Not applicable (勧告が定められなかった) 
ICCA は国際化学工業協会協議会による原案提出を示す。 
eu は欧州連合でのリスク評価文書を基にしたことを意味する。 
略号は、DE:ドイツ、DK: デンマーク、JP：日本、KO：韓国、SE: スウェーデン、US：米国である。 
 


